
 1  枚中  1  枚目

学校 高等学校 教科 芸術 種目 書道Ⅱ

ページ 行

1 27 左中

学年

番
号

東京国立博物館蔵（縮小） 生徒が誤解するおそれのある表現である。
（四屏中の一であるが、部分であることを示してい
ない） 3-(3)

判
定

検定
基準

指 摘 事 由

 受理番号 107-135

指 摘 事 項

指摘箇所

調　査　意　見　書

検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の
第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。



 1  枚中  1  枚目

学校 高等学校 教科 芸術 種目 書道Ⅱ

ページ 行

1 3 左下

2 11 中

3 30 下

4 47 右上

5 57 下中

6 127 上図

学年

番
号

表現編の学習で、もっと知りたい、も
っと見たいと思った時に見てほしい鑑
賞編・資料のページを示しています。

生徒にとって理解し難い表現である。
（表現編、鑑賞編、どちらにも表示がある）

3-(3)

蘭亭序図版
故宮博物院〔北京〕蔵　部分・原寸

不正確である。
（原寸ではない）

3-(1)

高野切古今和歌集〈第一種〉読み全体 不正確である。
（脱字等がある）

判
定

検定
基準

指 摘 事 由

 受理番号 107-136

指 摘 事 項

指摘箇所

調　査　意　見　書

3-(1)

写真　セラミックボードでの作品制作 特定の商品の宣伝になるおそれがある。
（nüro）

2-(7)

北宋の拓といわれる一六五本 脱字である。
（一六五本）

3-(2)

上図中の〇１３、〇１６、□１６、□
１７

相互に矛盾している。
（図下の表記と番号が対応していない）

3-(1)

検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の
第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。



 1  枚中  1  枚目

学校 高等学校 教科 芸術 種目 書道Ⅱ

ページ 行

1 93 中

2 94 下

学年

番
号

年表　孫過庭？-？ 相互に矛盾している。
（31ページは孫過庭（六四八～七〇三））

3-(1)

年表　升色紙９９ 不正確である。
（年表上の配置順）

3-(1)

判
定

検定
基準

指 摘 事 由

 受理番号 107-137

指 摘 事 項

指摘箇所

調　査　意　見　書

検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の
第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。



 1  枚中  1  枚目

学校 高等学校 教科 芸術 種目 書道Ⅱ

ページ 行

1 31 右下

2 97 上

学年

番
号

台東区書道博物館蔵拓 脱字である。（台東区書道博物館）

3-(2)

函館市所蔵 生徒が誤解するおそれのある表現である。
（所蔵先について誤解する恐れがある）

3-(3)

判
定

検定
基準

指 摘 事 由

 受理番号 107-138

指 摘 事 項

指摘箇所

調　査　意　見　書

検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の
第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。


